
Shimotsuke

広報しもつけ　2016.1
46

自
動
交
付
機
廃
止
の

お
知
ら
せ

　

４
月
末
に
国
分
寺
庁
舎
内
に
設

置
し
て
あ
る
自
動
交
付
機
が
廃
止

と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
現
在
自
動
交
付

機
が
利
用
で
き
る
「
下
野
市
民
カ

ー
ド
」
と
「
南
河
内
町
民
カ
ー
ド
」

は
印
鑑
登
録
証
と
し
て
の
ご
利
用

の
み
に
な
り
ま
す
。
印
鑑
登
録
証

明
書
が
必
要
な
と
き
に
は
、
カ
ー

ド
を
持
っ
て
市
民
課
窓
口
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
手
数
料
は
一
通

３
０
０
円
で
す
。

【
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
案
内
】

　

お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
で
、
住
民

票
や
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を

受
け
ら
れ
る
便
利
な
「
コ
ン
ビ
ニ

交
付
」
が
あ
り
ま
す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
受
け
る
に
は
、

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
作
り
方
は
次
の
記
事

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
」
で
既
に
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
受

け
て
い
る
方
は
、
基
本
的
に
、
有

効
期
限
ま
で
従
来
通
り
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

☎（
40
）5
5
5
7

郵
送
で
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
申
請
が
で
き
ま
す
！

【
申
請
は
任
意
で
す
】

　

下
野
市
に
お
い
て
個
人
番
号
カ

ー
ド
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
内
容

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

● 

顔
写
真
付
公
的
身
分
証
明
書
と

し
て
の
利
用

●
コ
ン
ビ
ニ
交
付

● 
公
的
個
人
認
証
（
パ
ソ
コ
ン
で

の
確
定
申
告
e
-Tax
等
）
ご

希
望
の
方
は
、
以
下
の
流
れ
で

お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
0
1
2
0（
95
）0
1
7
8

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

の
方
へ
の
お
願
い

　

医
療
費
削
減
の
た
め
に
、
一
人

一
人
が
見
直
し
ま
し
ょ
う
！

　

み
な
さ
ん
が
病
院
な
ど
の
窓
口

で
支
払
う
自
己
負
担
額
は
、
医
療

費
の
一
部
で
あ
り
、
残
り
の
医
療

費
は
保
険
者
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
財
源
は
、
み
な

さ
ん
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
医
療
費
が

増
え
る
こ
と
に
よ
り
保
険
税
も
上

げ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

　

医
療
機
関
の
適
正
受
診
と
生
活

習
慣
病
の
予
防
に
よ
り
、
医
療
費

の
削
減
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

ま
ず
は
、
重
複
受
診
を
や
め
、

か
か
り
つ
け
医
を
も
ち
ま
し

ょ
う

　

重
複
受
診
と
は
、
同
じ
病
気
で

同
じ
時
期
に
複
数
の
医
療
機
関
に

か
か
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

受
診
す
る
た
び
に
初
診
料
が
か

か
り
、
医
療
費
が
高
額
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、何
度
も
検
査
や
処
置
・

投
薬
な
ど
を
行
う
の
で
、
体
に
も

負
担
が
か
か
り
ま
す
。

　

か
か
り
つ
け
医
と
は
、
患
者
の

既
往
歴
や
健
康
状
態
な
ど
を
把
握

し
て
、
健
康
管
理
全
般
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
す
る
医
師
の
こ
と
で
す
。

　

か
か
り
つ
け
医
を
も
て
ば
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
も
あ
わ
て
ず
に

済
み
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
見

直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

☎（
40
）5
5
5
6

国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
人
間
ド
ッ
ク
検
診
費
用

助
成
の
申
し
込
み
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
人
間
ド
ッ
ク
検
診
費
用
助

成
の
申
し
込
み
は
、
１
月
29
日
㈮

が
締
め
切
り
で
す
。

　

受
診
は
、
３
月
31
日
㈭
ま
で
可

能
で
す
の
で
、
受
診
を
希
望
さ
れ

る
方
は
期
限
ま
で
に
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
１
月
30
日
㈯
以
降
の
お

申
込
み
に
つ
い
て
は
、
補
助
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
度
中
に
特
定

健
診
を
受
診
さ
れ
て
い
る
方
に
つ

い
て
も
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※ 

平
成
28
年
度
か
ら
助
成
額
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険

　

７
割
助
成
↓
２
５
，０
０
０
円

・
後
期
高
齢
者
医
療

　

１
０
，０
０
０
円
↓
２
５
，０
０
０
円

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

☎（
40
）5
5
5
6

Ｄ
Ｖ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

配
偶
者
や
交
際
相
手
な
ど
親

密
な
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴

力
を
Ｄ
Ｖ
と
い
い
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
は
、

殴
る
・
蹴
る
な
ど
の
身
体
的
暴
力

だ
け
で
な
く
、
経
済
的
暴
力
、
精

神
的
暴
力
、性
的
暴
力
も
Ｄ
Ｖ
で
す
。

◆
Ｄ
Ｖ
に
よ
っ
て
あ
な
た
自
身
が

心
身
に
傷
を
負
う
だ
け
で
な
く
、

子
ど
も
に
Ｄ
Ｖ
を
見
せ
る
こ
と
は

心
理
的
虐
待
に
な
り
ま
す
。

◆
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に
、
ま
ず
相

談
を
！

　

下
野
市
で
は
、
Ｄ
Ｖ
や
、
夫
婦

の
こ
と
、
家
族
の
こ
と
、
離
婚
な

ど
女
性
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
る

た
め
に
、
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
女
性
相
談
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

■
相
談
日
及
び
時
間

　

月
〜
金
曜
日

　
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課

　

☎（
52
）１
１
１
４

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

下
野
Ｄ
Ｖ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎（
52
）１
１
６
８

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

に
同
封
の
申
請
書
を
、
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

（
Ｊ-

Ｌ
Ｉ
Ｓ
）に
郵
送
す
る

⬅

② 

平
成
28
年
１
月
以
降
、
出
来
上

が
っ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
下

野
市
役
所
に
届
く⬅

③ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
受
け
取
り
の

案
内
が
市
役
所
か
ら
申
請
者
に

送
付
さ
れ
る

⬅

④ 

指
定
さ
れ
た
窓
口
で
受
け
取
り

手
続
き
を
す
る

※ 

申
請
用
紙
に
印
字
さ
れ
た
氏

名
・
住
所
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
市
民
課
ま
で
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。


